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2021 年３月８日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 よ み う り ラ ン ド 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  溝 口  烈 

（コード番号 9671 東証第１部） 

問合せ先 常務取締役総務、広報担当 小林 道高 

 （TEL. 044-966-1131） 

 

 (訂正)「2021 年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 

 

2021 年２月３日に公表いたしました「2021 年 3 月期第 3 四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」

に一部誤りがございましたので、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所には、下線を付して表

示しております。 

 

記 

 

１．訂正の内容 

（１）添付資料 10～11 ページ （重要な後発事象）１．株式併合 

【訂正前】 

（４）減少する発行済株式総数 

7,684,066 株 

（５）効力発生前における発行済株式総数 

7,684,072 株 

（注）当社は、本取締役会において、2021 年３月 24 日付で自己株式 668,130 株（2021

年１月７日時点で当社が所有する自己株式の全部に相当します。）を消却すること 

を決議しておりますので、「効力発生前における発行済株式総数」は、当該消却後

の発行済株式総数を記載しております。 
（６）効力発生後における発行済株式総数 

６株 

(中略) 

（10）１株当たり情報に及ぼす影響 

本株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の前第３四半期連結

累計期間及び当第３四半期連結累計期間における１株当たり情報は以下のとおりであり

ます。 
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 前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 

 （自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日 

 至 2019 年 12 月 31 日） 至 2020 年 12 月 31 日） 

１株当たり四半期純利益 239,355,070 円 83 銭 119,146,757 円 50 銭 

 

【訂正後】 

（４）減少する発行済株式総数 

7,684,065 株 

（５）効力発生前における発行済株式総数 

7,684,072 株 

（注）当社は、本取締役会において、2021 年３月 24 日付で自己株式 668,130 株（2021

年１月７日時点で当社が所有する自己株式の全部に相当します。）を消却すること

を決議しておりますので、「効力発生前における発行済株式総数」は、当該消却後

の発行済株式総数を記載しております。 
（６）効力発生後における発行済株式総数 

７株 

(中略) 

（10）１株当たり情報に及ぼす影響 

本株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の前第３四半期連結

累計期間及び当第３四半期連結累計期間における１株当たり情報は以下のとおりであり

ます。 

 

 前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 

 （自 2019 年４月１日 （自 2020 年４月１日 

 至 2019 年 12 月 31 日） 至 2020 年 12 月 31 日） 

１株当たり四半期純利益 205,161,489 円 29 銭 102,125,792 円 14 銭 

 

（２）添付資料 11 ページ （重要な後発事象）２．単元株式数の定めの廃止 

【訂正前】 

（１）廃止の理由 

本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は６株となり、単元株式

数を定める必要性がなくなることによるものです。 

 

【訂正後】 

（１）廃止の理由 

本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は７株となり、単元株式

数を定める必要性がなくなることによるものです。 

 

（３）添付資料 11 ページ （重要な後発事象）３．定款の一部変更 
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【訂正前】 

（１）定款変更の目的 

（中略） 

② 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場

合には、当社の発行済株式総数は６株となり、単元株式数を定める必要がなくなりま

す。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在１単元 100 株と

なっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第９条乃至第 11 条の

全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。 

 

【訂正後】 

（１）定款変更の目的 

（中略） 

② 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場

合には、当社の発行済株式総数は７株となり、単元株式数を定める必要がなくなりま

す。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在１単元 100 株と

なっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第９条乃至第 11 条の

全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。 

 

２．訂正の理由 

上記箇所の記載表示に誤りがあることが判明したため、これを訂正するものです。 

 

以 上 


